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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　地図上に道路沿いに存在する地物および道路から離れて存在する地物からなる所定の地
物を示すマークを表示するマーク表示手段を備え、
　前記マーク表示手段は、
　前記地図上に表示すべき前記マークの中から、前記地図上における重なりまたは密集が
生じるとみなされる重なり／密集マーク群を、前記地図上への表示前に予め検知する重な
り／密集マーク群検知手段と、
　この重なり／密集マーク群検知手段によって検知された前記重なり／密集マーク群のう
ち、所定の基準に基づく優先順位が最上位となるマークを、統合の中心とすべきマークと
決定し、この決定された統合の中心とすべきマークの本来の表示位置上に、前記重なり／
密集マーク群を１つのマークによって統合して表示する第１の統合表示処理を行う統合表
示処理手段と
　を備えた
　ナビゲーション装置であって、
　前記マーク表示手段は、
　前記検知された重なり／密集マーク群の中から、前記道路沿いに存在する地物を示すマ
ークを特定マークとして検知する特定マーク検知手段を備え、
　前記統合表示処理手段は、
　前記特定マーク検知手段によって前記特定マークが検知された場合には、前記第１の統
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合表示処理に替えて、当該検知された特定マークをこのマークの本来の表示位置上におい
て識別し得るように前記重なり／密集マーク群の統合方法を前記第１の統合表示処理とは
異ならせる第２の統合表示処理であって、前記重なり／密集マーク群のうちの前記検知さ
れた特定マークを除いた残りのマークについては、当該残りのマークの中から前記優先順
位にしたがって決定された統合の中心とすべきマークの本来の表示位置上への１つのマー
クによる統合した表示を行い、前記検知された特定マークについては、統合の対象から除
外して前記検知された特定マークの本来の表示位置上への単独表示を行う処理である前記
第２の統合表示処理を行うこと
　を特徴とするナビゲーション装置。
【請求項２】
　前記統合表示処理手段は、
　前記第２の統合表示処理を、現在地が前記特定マークが示す前記地物まで所定距離以内
の地点にある場合に行い、
　前記現在地が前記所定距離以内の地点にない場合には、前記特定マーク検知手段によっ
て前記特定マークが検知された場合であっても、前記第１の統合表示処理を行うこと
　を特徴とする請求項１に記載のナビゲーション装置。
【請求項３】
　前記統合表示処理手段は、
　前記第２の統合表示処理を、現在地が前記特定マークが示す前記地物に面する道路上に
ある場合に行い、
　前記現在地が前記特定マークが示す地物に面する道路上にない場合には、前記特定マー
ク検知手段によって前記特定マークが検知された場合であっても、前記第１の統合表示処
理を行うこと
　を特徴とする請求項１または請求項２に記載のナビゲーション装置。
【請求項４】
　前記特定マークは、
　誘導経路沿いに存在する前記地物を示すマークであること
　を特徴とする請求項１乃至請求項３のいずれか１項に記載のナビゲーション装置。
【請求項５】
　前記特定マークは、
　交差点の近傍に存在する前記地物を示すマークであること
　を特徴とする請求項１乃至請求項３のいずれか１項に記載のナビゲーション装置。
【請求項６】
　前記交差点は、誘導経路上の案内対象交差点であること
　を特徴とする請求項５に記載のナビゲーション装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ナビゲーション装置に係り、特に、地図上に地物を示すマークを表示するの
に好適なナビゲーション装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、ナビゲーション装置においては、表示部に表示された地図上に、施設等の地
物を示すマークを重畳表示することが可能とされていた（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　また、従来から、この種のナビゲーション装置においては、複数のマークが互いに重な
った状態または密集した状態で表示されることによって地図の視認性が損なわれる問題が
指摘されており、このような問題に対処すべく、これまでにも種々の技術が提案されてき
た。
【０００４】
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　このような技術の１つに、例えば、図１４（ａ）に示すように、予め（表示前に）重な
りまたは密集が生じると判断された複数のマークＭ１～Ｍ５を、図１４（ｂ）に示すよう
に、実際の表示段階において１つのマークＭ’に統合して（換言すれば、まとめて、若し
くは、集約して）表示する技術がある。
【０００５】
　より具体的には、図１４の例では、まず、予めマークの種別に優先順位を設定しておい
た上で、重なり／密集が生じると判断された複数のマークＭ１～Ｍ５の中から、設定され
た優先順位にしたがった最上位のマークを判定する。そして、判定された最上位のマーク
を、マークの本来（通常）の表示位置がそのまま統合先の表示位置として反映される統合
の中心とすべきマーク（以下、中心マークと称する）に決定する。図１４（ａ）では、マ
ークＭ３が最上位のマークと判定されて中心マークに決定されている。
【０００６】
　次いで、図１４（ｂ）に示すように、決定された中心マークＭ３の本来の表示位置上に
、統合された１つのマーク（以下、統合マークと称する）Ｍ’を表示するとともに、本来
のマークＭ１～Ｍ５は非表示とする。ただし、図１４（ｂ）に示すように、統合マークＭ
’の外観は、中心マークＭ３の外観に、統合が行われていることを示す記号「＋」が付記
されたものとなっており、中心マークＭ３の外観を大きく反映している。すなわち、図１
４における中心マークＭ３は、統合にあたって、位置だけでなく外観においても中心的な
役割を担っている。
【０００７】
　このようなマークの統合表示に関連する特許文献としては、例えば、以下の特許文献２
がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２００１－１４１５０５号公報
【特許文献２】特開２００２－３４０５８８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、図１４（ｂ）のような統合表示を行った場合には、走行中のユーザの目
にとまりやすい自車が走行している道路沿い、あるいは自車が走行を予定している経路に
含まれる道路沿いに存在する地物のマークＭ１、Ｍ２が、前記の道路沿いには存在しない
地物のマークＭ３が中心となるように統合されて非表示となってしまうため、ユーザの走
行の目安としてのマーク本来の機能が損なわれてしまっていた。なお、図１４においては
、マークＭ１、Ｍ２が示す地物に面する道路が誘導経路Ｒに設定されているが、自走の場
合にも同様の問題は生じ得る。
【００１０】
　そこで、本発明は、このような問題点に鑑みなされたものであり、地図の視認性と走行
の目安としてのマーク本来の役割との双方を考慮したマークの表示を行うことができるナ
ビゲーション装置を提供することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　前述した目的を達成するため、本発明に係るナビゲーション装置は、地図上に道路沿い
に存在する地物および道路から離れて存在する地物からなる所定の地物を示すマークを表
示するマーク表示手段を備え、前記マーク表示手段は、前記地図上に表示すべき前記マー
クの中から、前記地図上における重なりまたは密集が生じるとみなされる重なり／密集マ
ーク群を、前記地図上への表示前に予め検知する重なり／密集マーク群検知手段と、この
重なり／密集マーク群検知手段によって検知された前記重なり／密集マーク群のうち、所
定の基準に基づく優先順位が最上位となるマークを、統合の中心とすべきマークと決定し
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、この決定された統合の中心とすべきマークの本来の表示位置上に、前記重なり／密集マ
ーク群を１つのマークによって統合して表示する第１の統合表示処理を行う統合表示処理
手段とを備えたナビゲーション装置であって、前記マーク表示手段は、前記検知された重
なり／密集マーク群の中から、前記道路沿いに存在する地物を示すマークを特定マークと
して検知する特定マーク検知手段を備え、前記統合表示処理手段は、前記特定マーク検知
手段によって前記特定マークが検知された場合には、前記第１の統合表示処理に替えて、
当該検知された特定マークをこのマークの本来の表示位置上において識別し得るように前
記重なり／密集マーク群の統合方法を前記第１の統合表示処理とは異ならせる第２の統合
表示処理であって、前記重なり／密集マーク群のうちの前記検知された特定マークを除い
た残りのマークについては、当該残りのマークの中から前記優先順位にしたがって決定さ
れた統合の中心とすべきマークの本来の表示位置上への１つのマークによる統合した表示
を行い、前記検知された特定マークについては、統合の対象から除外して前記検知された
特定マークの本来の表示位置上への単独表示を行う処理である前記第２の統合表示処理を
行うことを特徴としている。
【００１２】
　そして、このような構成によれば、重なり／密集マーク群に道路沿いに存在する地物を
示す特定マークが含まれている場合には、第１の統合表示処理に替えて第２の統合表示処
理であって検知された特定マークを統合の対象から除外して単独表示することを行うこと
ができるので、地図の視認性を考慮した統合表示を行いつつも、走行の目安として重要な
道路沿いの地物を示す特定マークを、本来の表示位置上において識別できるようにするこ
とが可能となるとともに本来の外観のまま最も分かり易く表示することができ、また、そ
の一方で、残りのマークについては、統合表示によって重なり／密集を未然に回避するこ
とができる。
【００１９】
　また、前記統合表示処理手段は、前記第２の統合表示処理を、現在地が前記特定マーク
が示す前記地物まで所定距離以内の地点にある場合に行い、前記現在地が前記所定距離以
内の地点にない場合には、前記特定マーク検知手段によって前記特定マークが検知された
場合であっても、前記第１の統合表示処理を行ってもよい。
【００２０】
　そして、このような構成によれば、現在地が特定マークが示す地物まで所定距離の地点
に到達した場合に、第１の統合表示処理から第２の統合表示処理へと切り替えることがで
きるので、地図の視認性に重点を置いた第１の統合表示処理を行っている際に、ユーザが
特定マークを走行の目安にし得る好適なタイミングで、特定マークの識別が可能な第２の
統合表示処理へと切り替えることができる。
【００２１】
　さらに、前記統合表示処理手段は、前記第２の統合表示処理を、現在地が前記特定マー
クが示す前記地物に面する道路上にある場合に行い、前記現在地が前記特定マークが示す
地物に面する道路上にない場合には、前記特定マーク検知手段によって前記特定マークが
検知された場合であっても、前記第１の統合表示処理を行ってもよい。
【００２２】
　そして、このような構成によれば、現在地が特定マークが示す地物に面する道路上に到
達した場合に、第１の統合表示処理から第２の統合表示処理へと切り替えることができる
ので、地図の視認性に重点を置きつつも、ユーザが特定マークを走行の目安にし得る好適
なタイミングで、特定マークの目安としての機能を発現させることができる。
【００２３】
　さらにまた、前記特定マークは、誘導経路沿いに存在する前記地物を示すマークであっ
てもよい。
【００２４】
　そして、このような構成によれば、経路誘導時における走行の目安を確実に提供するこ
とができる。
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【００２５】
　また、前記特定マークは、交差点の近傍に存在する前記地物を示すマークであってもよ
い。
【００２６】
　そして、このような構成によれば、交差点通行時における目安を確実に提供することが
できる。
【００２７】
　さらに、前記交差点は、誘導経路上の案内対象交差点であってもよい。
【００２８】
　そして、このような構成によれば、経路誘導にしたがった交差点右左折時における走行
の目安を確実に提供することができる。
【発明の効果】
【００２９】
　本発明によれば、地図の視認性と走行の目安としてのマーク本来の役割との双方を考慮
したマークの表示を行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】本発明に係るナビゲーション装置の第１実施形態を示すブロック図
【図２】第１実施形態の動作例を示す模式図
【図３】第１実施形態を示すフローチャート
【図４】図３における第２の統合表示処理の詳細を示すフローチャート
【図５】図３における第１の統合表示処理の詳細を示すフローチャート
【図６】第１実施形態の第１変形例を示す画面遷移図
【図７】第１実施形態の第１変形例を示すフローチャート
【図８】第１実施形態の第２変形例を示す画面遷移図
【図９】第１実施形態の第２変形例を示すフローチャート
【図１０】本発明に係るナビゲーション装置の第２実施形態において、動作例を示す模式
図
【図１１】第２実施形態における第２の統合表示処理の詳細を示すフローチャート
【図１２】第２実施形態の第１変形例を示す画面遷移図
【図１３】第２実施形態の第２変形例を示す画面遷移図
【図１４】従来の統合表示を説明するための説明図
【発明を実施するための形態】
【００３１】
（第１実施形態）
　以下、本発明に係るナビゲーション装置の第１実施形態について、図１乃至図９を参照
して説明する。
【００３２】
　図１に示すように、本実施形態におけるナビゲーション装置１は、地図データが記憶さ
れた地図データ記憶部２を有している。地図データは、地図表示、地図上への所定の地物
を示すマークの表示、経路探索、経路誘導および地点検索等に用いられる各種のデータに
よって構成されている。
【００３３】
　ここで、地図表示用のデータは、道路地図用のデータとして、リンク列ヘッダ、リンク
列の形状を示すリンク列形状情報、他のリンク列との関係を示すノード・リンク接続情報
、ノード付加情報（リンクＩＤ、幅員・車線情報、道路名称等）、標高情報および通行規
制情報等を含んでもよい。また、地図表示用のデータは、背景地図用のデータとして、図
形（ポリラインまたはポリゴン）の形状を表現するための要素点座標情報（始点座標、オ
フセット座標等）を含んでもよい。さらに、地図表示用のデータは、地物名称用のデータ
として、表示クラス（建物、公園、河川等）ごとの名称データレコード列を含んでもよい
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。
【００３４】
　また、経路探索用のデータは、ノードデータ、リンクレコード、規制レコード、リンク
間コストレコード、リンクＩＤ、リンク自身のコスト、上位ノード・リンクを特定する情
報およびノード座標等を含んでもよい。
【００３５】
　さらに、経路誘導用のデータは、交差点名称、道路名称、方面名称、スポットガイドお
よび方向ガイド等の誘導データ、この誘導データと関連した実体の表示文字、発音文字お
よびアクセント情報、誘導データと関連した実体を描画するための形状ならびに案内のた
めに交差点の進入方向に応じた画像を描画するための実データ、音声データ等を含んでも
よい。
【００３６】
　さらにまた、地点検索用のデータは、地点の名称、位置（経緯度）、住所、郵便番号、
電話番号、種別およびＰＯＩ(Point of interest)を示すアイコン（ＰＯＩアイコン）等
を含んでもよい。
【００３７】
　また、マーク表示用のデータは、前述したＰＯＩアイコン、建物等を表現するポリゴン
に対応して表示される記号（地図記号を含む）、その他、地図上の特徴物（例えば、著名
な建造物）を示すランドマーク等を含んでもよい。
【００３８】
　なお、地図データ記憶部２は、ハードディスクドライブや各種のフラッシュメモリ等に
よって具現化してもよい。また、地図データ記憶部２は、これの全部または一部が、機器
本体（据え置き型の車載機や携帯端末等）に搭載されたものであってもよく、または、機
器本体との間での外部ネットワーク（インターネット等）を介したデータ通信が可能なサ
ーバに搭載されたものであってもよい。
【００３９】
　また、図１に示すように、ナビゲーション装置１は、機器本体に搭載された現在地特定
部３を有している。この現在地特定部３は、ナビゲーション装置１の現在地（現在位置）
を特定するようになっている。この現在地特定部３は、ＧＰＳレシーバ等の衛星航法受信
機によって受信された測位信号に基づいて現在地を絶対座標として測位する衛星航法、ま
たは、ジャイロセンサや車速センサ等からなる自律航法センサの検出情報を用いて現在地
を前回の測位位置からの変化分である相対位置として測位する自律航法、もしくは、これ
らを組み合わせたハイブリッド航法を行うようにしてもよい。また、現在地特定部３は、
地図データ記憶部２に記憶されている地図データを用いることによって、衛星航法または
自律航法によって特定された現在地を地図データにおける該当する道路上の位置に補正す
るマップマッチング処理を行うことによって、現在地を更に高精度に特定してもよい。な
お、現在地特定部３は、これの機能を実現するためのプログラムをＣＰＵ等の演算処理装
置が実行することによって具現化してもよい。演算処理装置が実行すべきプログラムにつ
いては、ＲＯＭ等のプログラム記憶部に格納しておき、また、演算処理装置の処理には、
ＲＡＭ等の作業領域を利用してもよい。
【００４０】
　さらに、図１に示すように、ナビゲーション装置１は、機器本体に搭載された地図表示
処理部４を有している。この地図表示処理部４は、地図データ記憶部２に記憶された地図
データを用いることによって、所定の地図表示領域に該当する地図を表示部５（ディスプ
レイ）に表示するようになっている。このとき、地図表示処理部４は、例えば、現在地特
定部３の特定結果や操作部６（リモコンやタッパネル等）の操作等によって指定された表
示位置と、デフォルト設定や操作部６の操作等によって設定された縮尺と、既知の画面サ
イズとの各表示条件に応じた地図表示領域に該当するパーセルを特定するようになってい
る。さらに、地図表示処理部４は、このようにして特定されたパーセルに該当する地図デ
ータを地図データ記憶部２から読み出し、読み出された地図データを座標変換（例えば、



(7) JP 6202799 B2 2017.9.27

10

20

30

40

50

パーセル正規化座標系から画面座標系に座標変換）することによって、地図の描画データ
を生成するようになっている。そして、地図表示処理部４は、生成された描画データを表
示部５に出力して対応する画像に変換させることによって、地図を表示するようになって
いる。このような地図表示処理部４によって表示される地図には、現在地（例えば、自車
位置）の周辺の領域を示す地図や、操作部６を用いたスクロール操作によって指定された
領域を示す地図等が含まれる。なお、地図表示処理部４は、これの機能を実現するための
プログラムを演算処理装置が実行することによって具現化してもよい。
【００４１】
　さらにまた、図１に示すように、ナビゲーション装置１は、機器本体に搭載されたマー
ク表示手段としてのマーク表示処理部７を有している。このマーク表示処理部７は、地図
表示処理部４によって表示される地図上に、この地図上の所定の地物を示すマークを重畳
表示するようになっている。ここで、マークとしては、前述のように、地物としてのＰＯ
Ｉ（施設等）を示すＰＯＩアイコン、ポリゴンで表現される地物（建物等）を示す記号、
地物としての特徴物（著名な建造物等）を示すランドマーク等が挙げられる。なお、異な
る種類（表示態様）の複数のマークが、ともに同一の地物を示すことがあってもよい。マ
ーク表示処理部７は、具体的には、地図表示処理部４によって決定された地図表示領域内
に該当するマークのデータを、地図データ記憶部２から読み出すようになっている。この
とき、ＰＯＩアイコンについては、予め操作部６を用いたＰＯＩの種別ごとの表示の有無
の設定が行われている場合には、表示設定されているＰＯＩアイコンのデータのみを読み
込めばよい。そして、マーク表示処理部７は、読み出されたマークのデータを、地図画面
上の該当する表示位置（画面座標）に向けた描画データとして表示部５に出力することで
、地図上へのマークの重畳表示を行うようになっている。
【００４２】
　ただし、マーク表示処理部７には、複数のマークが互いに重なった状態または密集した
状態で表示されることを未然に回避するための手段が講じられている。
【００４３】
　すなわち、図１に示すように、マーク表示処理部７は、重なり／密集マーク群検知手段
としての重なり／密集マーク群検知部７１を有している。この重なり／密集マーク群検知
部７１は、地図データ記憶部２から読み込まれた地図表示領域内のマーク（すなわち、地
図上に表示すべきマーク）の中から、地図上における重なりまたは密集が生じるとみなさ
れる複数のマークである重なり／密集マーク群を、地図上への表示前に予め検知するよう
になっている。この検知は、例えば、地図データ上の座標と画面座標との対応関係を予め
把握した上で、マークが示す地物同士の画面座標上における距離およびマークの画面座標
上におけるサイズ等に基づいて行うようにしてもよい。この場合には、複数のマークの占
有領域（画素）が重なる場合には、地図上において重なりが生じるとみなし（判断し）、
マーク同士が離れている場合であっても、その距離が少ない場合（例えば、所定画素数未
満の場合）には、地図上において密集が生じるとみなしてもよい。
【００４４】
　また、図１に示すように、マーク表示処理部７は、統合表示処理手段としての統合表示
処理部７２を有している。この統合表示処理部７２は、重なり／密集マーク群検知部７１
によって重なり／密集マーク群が検知された場合には、これらの検知された重なり／密集
マーク群について、第１の統合表示処理を行うようになっている。
【００４５】
　ここで、第１の統合表示処理とは、重なり／密集マーク群のうち、所定の基準に基づく
優先順位が最上位となるマークを、統合の中心とすべき中心マークと決定し、この決定さ
れた中心マークの本来の表示位置上に、重なり／密集マーク群を１つの統合マークによっ
て統合して表示する処理である。なお、「所定の基準に基づく優先順位」は、例えば、マ
ークの種別（換言すれば、地物の種別）に応じた優先順位であって、走行上における緊急
性もしくは重要性が高い地物の種別（例えば、ガソリンスタンド）を示すマークほど上位
にするといった基準に基づくものであってもよい。また、統合マークは、中心マークの外
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観を反映させたもの、すなわち、中心マークを認識できるように中心マークに似せた外観
を有するものであってもよい。これの一例としては、図１４に示したように、中心マーク
の外観に、統合が行われていることを示すマーク「＋」を付記したものを挙げることがで
きる。
【００４６】
　このような構成によれば、重なり／密集マーク群の全個別表示を未然に回避して、当該
表示に代わる第１の統合表示処理を行うことができるので、地図の視認性を確保すること
ができる。
【００４７】
　しかしながら、このような構成のみでは、走行の目安として重要な自車が走行している
道路沿い、或いは自車が走行を予定している経路に含まれる道路沿いの地物を示すマーク
がその本来の役割を果たすことができないといった問題が生じることは既に述べた通りで
ある。
【００４８】
　そこで、本実施形態においては、このような問題を有効に解決するための優れた手段が
講じられている。
【００４９】
　すなわち、図１に示すように、マーク表示処理部７は、特定マーク検知手段としての特
定マーク検知部７３を有している。この特定マーク検知部７３は、重なり／密集マーク群
検知部７１によって検知された重なり／密集マーク群の中から、道路沿いに存在する地物
を示すマークである特定マークを検知するようになっている。この検知は、重なり／密集
マーク群のそれぞれが関連付けられているリンク情報により行われるが、該当するリンク
情報が存在しない場合には、重なり／密集マーク群のそれぞれの位置（座標）から直近の
リンクにそれぞれ下ろした垂線の足の長さが閾値以下であるか否かに基づいて行い、垂線
の足の長さが閾値以下となるマークを特定マークと判断してもよい。なお、特定マークは
、同一グループの重なり／密集マーク群内に複数存在することを妨げない。
【００５０】
　そして、本実施形態において、統合表示処理部７２は、特定マーク検知部７３によって
特定マークが検知された場合には、第１の統合表示処理に替えて、第２の統合表示処理を
行うようになっている。
【００５１】
　ここで、第２の統合表示処理とは、特定マークをこのマークの本来の表示位置上におい
て識別し得るように、重なり／密集マーク群の統合方法を第１の統合表示処理とは異なら
せる表示処理をいう。
【００５２】
　より具体的には、本実施形態における第２の統合表示処理とは、重なり／密集マーク群
のうちの特定マークを除いた残りのマーク（以下、非特定マークと称する）については、
当該非特定マークの中から第１の統合表示処理と同様の優先順位にしたがって決定された
中心マークの本来の表示位置上への１つの統合マークによる統合した表示を行い、特定マ
ークについては、統合の対象から除外して特定マークの本来の表示位置上への単独表示を
行う処理である。
【００５３】
　このような構成によれば、重なり／密集マーク群に特定マークが含まれている場合には
、第１の統合表示処理に替えて第２の統合表示処理を行うことができるので、地図の視認
性を考慮した統合表示を行いつつも、走行の目安として重要な道路沿いの地物を示す特定
マークを、本来の表示位置上において識別できるようにすることが可能となる。
【００５４】
　具体的には、図２（ａ）に示すように、地図データ上において、重なり／密集マーク群
Ｍ１～Ｍ５の中に道路沿いの特定マークＭ１、Ｍ２が含まれている場合には、図２（ｂ）
に示すように、実際の表示段階において、特定マークＭ１、Ｍ２については、統合の対象
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から除外して本来の外観のまま単独表示することができ、非特定マークＭ３～Ｍ５につい
ては、中心マークＭ３を統合の中心とした統合マークＭ’による統合表示によって、重な
り／密集を回避することができる。なお、統合マークＭ’の概要は、特定マークＭ１、Ｍ
２が統合対象から除外されていること以外は、図１４に示したものと同様である。
【００５５】
　このようにして、本実施形態によれば、地図の視認性の確保とマーク本来の機能の確保
とを巧みにバランスさせることができる。
【００５６】
　なお、マーク表示処理部７は、これの機能を実現するためのプログラムを演算処理装置
が実行することによって具現化してもよい。
【００５７】
　上記構成に加えて、更に、図１に示すように、ナビゲーション装置１は、機器本体に搭
載された目的地／経由地設定部８を有している。この目的地／経由地設定部８は、表示部
５にナビゲーションの目的地または経由地を設定するための目的地／経由地設定用の操作
画面を表示した上で、この操作画面に対するユーザの操作部６を用いた入力操作に応じた
目的地／経由地を設定するようになっている。なお、目的地／経由地設定部８は、これの
機能を実現するためのプログラムを演算処理装置が実行することによって具現化してもよ
い。
【００５８】
　また、図１に示すように、ナビゲーション装置１は、経路探索部１０を有している。こ
の経路探索部１０は、目的地／経由地設定部８によって目的地が設定された場合に、地図
データに基づいて、予め設定された経路探索条件に応じた目的地までの最適経路を、ダイ
クストラ法等の経路計算方法を用いて探索するようになっている。このとき、経路探索部
１０は、目的地／経由地設定部８によって経由地が設定されている場合には、設定されて
いる経由地を経由した目的地までの最適経路を探索するようになっている。そして、経路
探索部１０は、このようにして探索された最適経路を、表示部５への表示によってユーザ
に提示するようになっている。なお、経路探索部１０は、これの機能を実現するためのプ
ログラムを演算処理装置が実行することによって具現化してもよい。また、経路探索部１
０は、機器本体に搭載されていてもよいし、または、サーバに搭載されていてもよい。
【００５９】
　さらに、図１に示すように、ナビゲーション装置１は、例えば機器本体に搭載された経
路誘導部１１を有している。この経路誘導部１１は、ユーザが、経路探索部１０によって
提示された最適経路を誘導経路に設定するための入力操作を行った場合に、当該提示され
た最適経路を誘導経路に設定するようになっている。その上で、経路誘導部１１は、設定
された誘導経路にしたがった経路誘導を行うようになっている。この経路誘導は、地図表
示処理部４によって表示される地図上への誘導経路の強調表示、交差点拡大図の表示、お
よび、音声出力部１２を介した音声案内等によって行われるようになっている。なお、マ
ーク表示処理部７によるマークの表示処理は、経路誘導に並行して行われてもよいし、経
路誘導をともなわない自走の場合に行われてもよい。また、経路誘導部１１は、これの機
能を実現するためのプログラムを演算処理装置が実行することによって具現化してもよい
。
【００６０】
　次に、本実施形態の作用について説明する。
【００６１】
　本実施形態においては、まず、図３のステップ１（ＳＴ１）において、重なり／密集マ
ーク群検知部７１により、例えば、地図表示領域を対象とした重なり／密集マーク群の有
無を判定する。そして、ステップ１（ＳＴ１）において肯定的な判定結果が得られた場合
（すなわち、重なり／密集マーク群が検知された場合）には、ステップ２（ＳＴ２）に進
み、否定的な判定結果が得られた場合（すなわち、重なり／密集マーク群が非検知の場合
）には、ステップ５（ＳＴ５）に進む。
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【００６２】
　ここで、ステップ２（ＳＴ２）に進んだ場合には、特定マーク検知部７３により、重な
り／密集マーク群内に特定マークが存在するか否かを判定する。そして、ステップ２（Ｓ
Ｔ２）において肯定的な判定結果が得られた場合（すなわち、特定マークが検知された場
合）には、ステップ３（ＳＴ３）に進み、否定的な判定結果が得られた場合（すなわち、
特定マークが非検知の場合）には、ステップ４（ＳＴ４）に進む。
【００６３】
　一方、ステップ５（ＳＴ５）に進んだ場合には、マーク表示処理部７により、統合表示
をともなわない通常のマーク表示を行って処理を終了する。
【００６４】
　次いで、ステップ２（ＳＴ２）からステップ３（ＳＴ３）に進んだ場合には、統合表示
処理部７２により、重なり／密集マーク群に対する第２の統合表示処理を行って、処理を
終了する。このステップ３（ＳＴ３）の処理は、具体的には、図４に示すようになる。す
なわち、まず、図４のステップ３－１（ＳＴ３－１）において、非特定マークのうちの優
先順位が最上位のマークを中心マークに決定する。次いで、図４のステップ３－２（ＳＴ
３－２）において、特定マークについては、統合の対象から除外して本来の表示位置に単
独表示し、非特定マークについては、ステップ３－１（ＳＴ３－１）において決定された
中心マークの本来の表示位置に１つの統合マークによって統合表示する。
【００６５】
　一方、図３において、ステップ２（ＳＴ２）からステップ４（ＳＴ４）に進んだ場合に
は、統合表示処理部７２により、重なり／密集マーク群に対する第１の統合表示処理を行
って、処理を終了する。このステップ４（ＳＴ４）の処理は、具体的には、図５に示すよ
うになる。すなわち、まず、図５のステップ４－１（ＳＴ４－１）において、重なり／密
集マーク群のうちの優先順位が最上位のマークを中心マークに決定する。次いで、図５の
ステップ４－２（ＳＴ４－２）において、重なり／密集マーク群を、ステップ４－１（Ｓ
Ｔ４－１）において決定された中心マークの本来の表示位置に１つの統合マークによって
統合表示する。
【００６６】
　なお、本実施形態には、以下に示すような種々の変形例を適用してもよい。
【００６７】
（第１変形例）
　例えば、統合表示処理部７２は、図６に示すように、現在地（自車位置）Ｐが特定マー
クＭ１、Ｍ２が示す地物まで所定距離ｄ以内（同図破線円形枠内）の地点にない状態（ａ
）においては、重なり／密集マーク群Ｍ１～Ｍ５の中に特定マークＭ１、Ｍ２が含まれて
いる場合であっても、第１の統合表示処理を行い、現在地Ｐが所定距離ｄ以内の地点にあ
る状態（ｂ）においては、本実施形態における第２の統合表示処理を行うようにしてもよ
い。この場合に、所定距離ｄは、固定値であってもよいし、操作部６等を用いて変更可能
な可変値であってもよい。
【００６８】
　このような本変形例のフローチャートは、図７に示すように、図３に示したステップ２
（ＳＴ２）とステップ３（ＳＴ３）との間に、ステップ６（ＳＴ６）およびステップ７（
ＳＴ７）を追加したものとなる。すなわち、ステップ６（ＳＴ６）においては、統合表示
処理部７２により、現在地が特定マークが示す地物まで所定距離以内の地点にあるか否か
を判定する。そして、ステップ６（ＳＴ６）において肯定的な判定結果が得られた場合に
は、ステップ３（ＳＴ３）に進み、否定的な判定結果が得られた場合には、ステップ７（
ＳＴ７）に進む。次いで、ステップ７（ＳＴ７）において、統合表示処理部７２により、
重なり／密集マーク群に対する第１の統合表示処理を行ってステップ６（ＳＴ６）に戻る
。
【００６９】
　本変形例によれば、現在地が特定マークが示す地物まで所定距離の地点に到達した場合
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に、第１の統合表示処理から第２の統合表示処理へと切り替えることができるので、地図
の視認性に重点を置いた第１の統合表示処理を行っている際に、ユーザが特定マークを走
行の目安にし得る好適なタイミングで、特定マークの識別が可能な第２の統合表示処理へ
と切り替えることができる。
【００７０】
（第２変形例）
　また、統合表示処理部７２は、図８に示すように、現在地Ｐが特定マークＭ１、Ｍ２が
示す地物に面する道路（リンク）上にない状態（ａ）においては、重なり／密集マーク群
の中に特定マークＭ１、Ｍ２が含まれている場合であっても、第１の統合表示処理を行い
、現在地Ｐが特定マークＭ１、Ｍ２が示す地物に面する道路上にある状態（ｂ）において
は、本実施形態における第２の統合表示処理を行うようにしてもよい。
【００７１】
　このような本変形例のフローチャートは、図９に示すように、図３に示したステップ２
（ＳＴ２）とステップ３（ＳＴ３）との間に、ステップ８（ＳＴ８）およびステップ９（
ＳＴ９）を追加したものとなる。すなわち、ステップ８（ＳＴ８）においては、統合表示
処理部７２により、現在地が特定マークが示す地物に面する道路上にあるか否かを判定す
る。そして、ステップ８（ＳＴ８）において肯定的な判定結果が得られた場合には、ステ
ップ３（ＳＴ３）に進み、否定的な判定結果が得られた場合には、ステップ９（ＳＴ９）
に進む。次いで、ステップ９（ＳＴ９）において、統合表示処理部７２により、重なり／
密集マーク群に対する第１の統合表示処理を行ってステップ８（ＳＴ８）に戻る。
【００７２】
　本変形例によれば、現在地が特定マークが示す地物に面する道路上に到達した場合に、
第１の統合表示処理から第２の統合表示処理へと切り替えることができるので、地図の視
認性に重点を置きつつも、ユーザが特定マークを走行の目安にし得る好適なタイミングで
、特定マークの目安としての機能を発現させることができる。
【００７３】
（第２実施形態）
　次に、本発明に係るナビゲーション装置の第２実施形態について、図１０乃至図１３を
参照して説明する。
【００７４】
　なお、第１実施形態と基本的構成が同一若しくはこれに類する箇所については、同一の
符号を用いて説明する。
【００７５】
　本実施形態のナビゲーション装置１の第１実施形態との相違点は、統合表示処理部７２
による第２の統合表示処理の具体的な内容にある。
【００７６】
　すなわち、本実施形態における第２の統合表示処理は、重なり／密集マーク群に含まれ
る特定マークを中心マークと決定し、重なり／密集マーク群を、特定マークの本来の表示
位置上に、当該特定マークの外観を反映させた１つの統合マークによって統合して表示す
る処理である。なお、重なり／密集マーク群内に特定マークが複数存在する場合には、複
数の特定マークのうちのいずれか１つの特定マークを、所定の決定方法にしたがって中心
マークと決定してもよい。この場合に、所定の決定方法は、例えば、第１の統合表示処理
と同様の優先順位にしたがった決定方法であってもよく、または、例えば、交差点（案内
交差点を含む）に最も近い地物のマークを中心マークとする決定方法であってもよい。あ
るいは、複数の特定マークのすべてを中心マークとして、これらの中心マークに、統合さ
れるべき複数の非特定マークを位置関係等に応じてそれぞれ振り分けるようにしてもよい
。
【００７７】
　このような構成によれば、例えば、図１０（ａ）に示すように、重なり／密集マーク群
Ｍ１～Ｍ５の中に道路沿いの地物を示す特定マークＭ１が含まれている場合には、図１０
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（ｂ）に示すように、特定マークＭ１を統合の中心として、特定マークＭ１の本来の表示
位置上に特定マークＭ１の外観を反映させた統合マークＭ’による統合表示を行うことが
できるので、地図の視認性を更に向上させることができる。
【００７８】
　本実施形態の作用は、図３に示したフローチャート中のステップ３（ＳＴ３）すなわち
第２の統合表示処理の具体的な内容が第１実施形態とは異なることになり、図１１に示す
ようになる。
【００７９】
　すなわち、図１１に示すように、本実施形態の第２の統合表示処理においては、まず、
ステップ３－１’（ＳＴ３－１’）において、特定マークを中心マークに決定する。
【００８０】
　次いで、ステップ３－２’（ＳＴ３－２’）において、重なり／密集マーク群を、ステ
ップ３－１’（ＳＴ３－１’）において中心マークに決定された特定マークの本来の表示
位置に、１つの統合マークによって統合表示する。
【００８１】
　なお、本実施形態においても、以下に示すような種々の変形例を適用してもよい。
【００８２】
（第１変形例）
　例えば、統合表示処理部７２は、図１２に示すように、現在地Ｐが特定マークＭ１が示
す地物まで所定距離ｄ以内の地点にない状態（ａ）においては、重なり／密集マーク群Ｍ
１～Ｍ５の中に特定マークＭ１が含まれている場合であっても、第１の統合表示処理を行
い、現在地Ｐが所定距離ｄ以内の地点にある状態（ｂ）においては、本実施形態における
第２の統合表示処理を行うようにしてもよい。
【００８３】
　本変形例によれば、ユーザが特定マークを走行の目安にし得る好適なタイミングで、特
定マークの識別が可能かつ視認性にも優れた第２の統合表示処理へと切り替えることがで
きる。
【００８４】
（第２変形例）
　また、統合表示処理部７２は、図１３に示すように、現在地Ｐが特定マークＭ１が示す
地物に面する道路上にない状態（ａ）においては、重なり／密集マーク群の中に特定マー
クＭ１が含まれている場合であっても、第１の統合表示処理を行い、現在地Ｐが特定マー
クＭ１が示す地物に面する道路上にある状態（ｂ）においては、本実施形態における第２
の統合表示処理を行うようにしてもよい。
【００８５】
　本変形例においても、第１変形例と同様の作用効果を奏することができる。
【００８６】
　なお、本発明は、前述した実施の形態に限定されるものではなく、本発明の特徴を損な
わない限度において種々変更してもよい。
【００８７】
　例えば、本発明における統合表示処理は、例えば、ＰＯＩアイコン同士の統合のような
同種マーク間の統合だけでなく、ＰＯＩアイコンとポリゴン上の施設記号との統合のよう
な異種マーク間の統合に適用してもよい。
【００８８】
　また、本発明は、このような統合表示を、マークに加えて、更に、地物名称（施設名称
、道路名称、交差点名称、地名）に適用してもよい。
【符号の説明】
【００８９】
　１　ナビゲーション装置
　７　マーク表示処理部
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　７１　重なり／密集マーク群検知部
　７２　統合表示処理部
　７３　特定マーク検知部

【図１】 【図２】
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【図３】
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【図６】

【図７】 【図８】
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【図１１】

【図１２】 【図１３】
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